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の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

項
の

と
し
、
同
項
の

中
「第

の

と
し
、
同
項
の

中
「第

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加

送
移
の
案
事

第
例

条
）
項

条
別
表
第
三
の
１
の
表
中

「課

別
表
第
二
の
９
の
項
の

中

う
に
加
え
る
。

を
止

停
用

利
の

報
情

人
個

す
第
例
条

）
項

１
第
条

を
止
停

用
利
の

報
情
人
個

長
延
の
間
期

す
第
例
条

第
条

別
表
第
二
の
９
の
項
の

中

第
八
条
中
「
第
八
号
」
を
「

し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号

八

不
服
申
立
て
に
係
る
裁

第
九
条
中
第
三
号
を
削
り
、

第
十
条
第
一
項
の
表
知
事
部

は
職
員
課
長
、
監
査
委
員
事
務

委
員
会
事
務
局
に
あ
つ
て
は
事

務
局
次
長
」
を
削
り
、
同
項
第

課
長
」
を
削
る
。

山
口
県
事
務
決
裁
規
程

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭

る
。受

訓
先
中
「
山
口
県
地
方
労

第
二
条
第
七
号
中
「
山
口
県

め
、
同
条
第
十
三
号
中
「
監
査

」

」

」

る
。

項
１

第
条

」
を
「第

１
第

条

項
１

第
条

」
を
「第

項
１

第
条

え
る
。

第
、
項
１

第
１

第
条

を
「室 ・ 課

に
、
「長 課

を

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

か
る

定
決

の
か

う
ど

か
る

）
項

２
の

定
決
の

か
う

ど

「第
項

２
第
条

」
を
「第

第
条

第
九
号
」
に
改
め
、
第
九
号
を
第

を
加
え
る
。

決
、
決
定
又
は
弁
明
に
関
す
る
こ

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号

局
及
び
出
納
局
以
外
の
部
局
の
項

局
に
あ
つ
て
は
監
査
第
一
課
長
」

務
局
次
長
」
に
改
め
、
「
、
地
方

二
次
代
決
者
の
欄
中
「
、
地
方
労

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号

働
委
員
会
事
務
局
」
を
「
山
口
県

立
中
央
病
院
長
」
を
「
山
口
県
立

第
一
課
」
を
削
る
。

一

」

項

」
に
改
め
、
同
項
の

を
同

」
に
改
め
、
同
項
中

を

関
機

先
出

の
て

べ
す

○
○

「等 長 課

に
改
め
、
同
表
政
策
企
画

中

を

と
し
、

の
前
に
次
の

関
機

先
出

の
て

べ
す

○
○

関
機

先
出

の
て

べ
す

○
○項
２

」
に
改
め
、
同
項
の

を

十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号

と
。

学
事
文
書
課
長

を
第
四
号
と
す
る
。

第
一
次
代
決
者
の
欄
中
「
に
あ
つ

を
「
、
監
査
委
員
事
務
局
及
び
労

労
働
委
員
会
事
務
局
に
あ
つ
て
は

働
委
員
会
事
務
局
に
あ
つ
て
は
調

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

労
働
委
員
会
事
務
局
」
に
改
め
る

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
院
長
」
に

項と課 よ同 とて働事整 す。改

訓

令



平成 年 月 日 金曜日

別中
別
表

に
改

改
め２

山 口

別
「○

県 報

「課部
に別

医
合

め
る

（号 外 ）

室 理 管 機 危別

推
、
画

企
に

止
防

の

表
第
三
の
３
の
表
地
域
政
策
課
の

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

第
三
の
４
の
表
青
少
年
室
の
部
２

め
、
同
表
交
通
安
全
対
策
室
の
部

、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

防
の

罪
犯
る

け
お

に
域
地

及
画

企
の
策

施
る

係
に
止

事
る

す
関

に
整
調

合
総

び
務

定
決

の
に
域

地

び
及

定
策

の
画
計

に
域

地

出
提

行
施

の
法
の

他
条
３

第
法
。

と
こ

る
す

関
に

表
第
三
の
３
の
表
地
域
政
策
課
の

」
を
「

○

」
に
改

証
認

の
果
成

第
法

調
国

２
第
条

事
掌

所
の

課
び

及
置

設
の

範
の

務

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

状
の

等
営
運

の
政

行
事
人

務
事

る
す
関

に
表

公
の
況

第
法

行
事

人

況
状
の

等
条

表
第
三
の
２
の
表
職
員
厚
生
課
の

ー
タ

ン
セ

療

」
に
改
め
、
別
表
第

。

お
に

等
態

事
撃

攻
力

武
１

め
た

の
護

保
の

民
国

る
け律
法

る
す
関

に
置

措
の
成

平
第

律
法
年

い
お

に
項

の
こ

下
以

。
号
て
行
施

の
）

。
う
い

と
」
法

務
事

る
す

関
に

指１
第
国避す

関

表
第
三
の
２
の
表
人
事
課
の
部
２

整
調

び
及

進
の
策

施
る

係
の
も

部
８
の
項
中

か
ら

ま
で
を

の

を
同
項
の

と
し
、
同
表

の
項
の

中
「

所
務

事
祉

福
会

社

中
「

室
策

対
全

安
通

交

」
を
「地

関
に

止
防

の
罪

犯
る

け
お

室
罪
犯

る
け

お

本
基

る
す

項
３

第

と
要

重
に

特
が

長

○
の

そ
）

部
２
の
項
の

を
削
り
、
同
部

め
、
同
部
８
の
項
の

を
次
の

○
）
項

囲

」
を
「

織
組

部
内

」
に
改
め

公
の

況
状

の
等

営
運

の
政

表
の

そ
）

項
３

第
２

の
方

地

に
表
公

の
政

行
事
人

の
他
。
と

こ
る

す
関

部
７
の
項
の

中
「

中
立

県
口

山

三
の
３
の
表
地
域
政
策
課
の
部

定
指

の
関

機
共

公
方

地
定

す
関

に
護

保
の

民

２
第

法

第
、

項
等

成
作
の

画
計

る

定
指

の
設

施
難

）
項

５

第
法

ら
か

項
１
第

条

外
以

項
事

る
げ

掲
に

で
ま。

と
こ

る
の

の
項
の

中
「

会
員

委
働

労
方

地

削
り
、

を

と
し
、
同
項
の

国
際
課
の
部
２
の
項
を
削
り
、

所
健

保

」
を
「

所
健
保

」

室
進

推
全

安
・

心
安

域

」
に

○
る
め

認

○
策
施
的 ４

の
項
の

中

よ
う
に
改
め
る
。

、
「

項
２

第
、

」
を
削
り
、
同

○
営
運
の
員
務
公

院
病

央

」
を
「

総
立
県

口
山

２
の
項
の

を
次
の
よ
う
に
改

○
）
項
２
第
条

第
法

○
に
行
施
の
法

○
）

○
条

」
を
「

会
員

委
働

労

」
に
、

二



平成

の
項４

年 月 日 金曜日

別
をを

別

山 口 県

別
中「第物

・
の
前

報

室 進 推 祭別
に
改

１
第

に
改

９
の

（号 外 ）

別
う
に化 文 民 国

と
し
、
４
の
項
を
６
の
項
と
し
、

源
資

再
の
車

動
自

済
用
使

法
る
す

関
に

等
化

命
置

措
の

時
故
事

及
導

指

令
第

法
の

条

表
第
三
の
４
の
表
廃
棄
物
・
リ
サ

「第
第

、
項

１
第

６
の

条
の

条

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次

定
指

の
域

区
定
指

第
法

の
条

表
第
三
の
４
の
表
廃
棄
物
・
リ
サ

等
し

消
取

の
録
登

第
法

１
第
条

表
第
三
の
４
の
表
環
境
保
全
室
の

「

第
、

第
、

項
６

第
条

２
第

条

条

」
に
改
め
、
同
項
の

中

リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課
の
部
１
の
項

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

準
の

表
第
三
の
４
の
表
環
境
政
策
課
の

め
、
同
項
の

中
「第

項

１
第

条

」
を
「第

項
１

第
条

」
に
改

め
、
同
項
の

中
「第

４
第

条

項
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

表
第
三
の
４
の
表
国
民
文
化
祭
準

加
え
る
。

の
催

開
の

祭
化

文
民

国
１

務
事
る

す
関

に
備

準
決

の
国国

３
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

言
助

び
第

法

◎
）

項
２

第
２

）
条

イ
ク
ル
対
策
課
の
部
１
の
項
の

項
１

第

」
に
改
め
、
同
項
中

の
よ
う
に
加
え
る
。

○
）
項

１
第イ

ク
ル
対
策
課
の
部
中
６
の
項

○
）
項部

９
の
項
の

中
「

第
、

項

第
条

」
を
削
り
、
同
項
の

中
「第

「第
項

１
第

条

」
を
「第

第
条

の

中
「

」
を
「

」
に
改

も
重
に

特
が
長

室

の
も

備

も
の

外
以
の

部
３
の
項
の

中
「

項

１
第

条
８

第
」
を
「第

項
１

第
条

」
に

め
、
同
項
の

中
「第

項

３
第

条

」
を
「第

項
４

第
条

」
に

の
も

と
要

重
に
特

が
長

室
の

も
の
外

以

備
室
の
部
を
削
り
、
同
表
県
史

備
準

の
催

開
の

祭
化

文
民

の
祭
化

文
民 定

る
す

関
に

重
に

特
が

長
室

催
開

え
る
。

◎

中
「第

項
１
第

６
の

条
」

を

と
し
、

か
ら

ま
で

を
８
の
項
と
し
、
５
の
項
を
７

項
１

」
を
削
り
、
同
項
の

第
、

項
１

第
条

条

」
を

項
１

」
に
改
め
、
同
表
廃
棄

め
、
同
項
中

を

と
し
、

○
の

る
め
認
と
要項

」
を
「第

項
１
第

条

」

改
め
、
同
項
の

中
「第

項

条

」
を
「第

項
３
第

条

」

改
め
、
同
表
環
境
保
全
室
の
部

○
る
め
認編

さ
ん
室
の
部
の
次
に
次
の
よ

め
認
と

要

○
策
施
的
本
基

○
る

三



平

と
し

成 年 月 日 金曜日

別

ー
タ

の
課
の

の
別

山 口 県 報

５

（号 外 ）

、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

表
第
三
の
５
の
表
厚
政
課
の
部

」
に
改
め
、
同
部
８
の
項
中
「保

項
中
「

院
病

央
中

立
県

口
山

」
を

部
中

の
項
を

の
項
と
し
、
８

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

命
任
の

員
委

の
会
議

協
第

法
条

表
第
三
の
５
の
表
健
康
増
進
課
の 項

１
第

条
型

環
循

停
入
搬

時
故
事

の
告
報

検
入
立

る
す
関

に
ら

か

検
入
立

循
県

口
山

こ
る

す
関

ら
か

例
条

進
推
成

形
会
社

型
環

成
平

。
号

１
第
例

条
県

口
山
年て

い
お
に

項
の

こ
下
以

施
の

）
。

う
い

と
」

例
条

務
事

る
す
関

に
行

１
第
条

８
型

環
循）

項
リ
定

認

律

）
項

１
第

型
環

循

成
平

第
律

法
年

い
お

に
項
の

こ
下

以
。
号
て

行
施

の
）
。

う
い

と
」

法

務
事

る
す
関

に
）

項
告

勧

命
置
措

）
項

１
の
録

登

す
用
準

て
の

可
許

の
告
報

。 ７
の
項
の

中
「

に
健

務
事

祉
福

会
社

」
を
「

に
祉

福
び

及
健

保

「

ン
セ

療
医

合
総

立
県

口
山

ー
タ

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項

項
中

を

と
し
、

の
前
に

○
）
項

２
第部

７
の
項
中

を

と
し
、

の
所

業
事

進
推

成
形

会
社

定
認

令
命

止 ）
条

第
例

条令
命

置
措

の

）
項
１

第
条第

例
条

収
徴

項
２

第
条

第
例
条

査

）
条

第
例

条
）

項
１

第
条

外
以
項

事
る

げ
掲

に
で

ま

査

。
と
こ

例
条

の

第
法

）
項

１
第
条

外
以
項

事
る

げ
掲

に
で

ま

推
成
形

会
社

。
と

の
法

の

定
策

の
画

計
本

基
進

認
の
品

製
ル

ク
イ

サ

）
項

定
第

例
条

認
の

業
事

進
推

成
形

会
社

定
例
条

第
法

第
、

項
２

第
、

項
１

第
条

令
第

法
第

、
項

３
第

条

等
し
消

取

第
条

第
法

等
し
消

取

第
、

項
１

第
条

第
法

第
法

、
条

第
法

る
条

収
徴

）
条第

法
）
項

１
第

条

所

」
を
「

ン
セ

祉
福

康
健

」
に
改
め
、
同
表
医
務
課
の
部

」
に
改
め
、
同
表
健
康
増
進

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
部
７
の
項

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で

第
例

○
行
施
の

◎ ◎ ◎
）

○ ○

条

○
第
例

条

○
に
行

施

◎

第

○
１
第

○
）
項

３

◎
１
第

条

○
条

◎

○
い
お

に

○
第
条

四



平成 年 月 日 金曜日

別
め
、

造
製

条「薬め
、

る
。

山 口 県

２

報 （号 外 ）

別
項
ず

務
事
る

す
関
に

金

１

表
第
三
の
５
の
表
薬
務
課
の
部
２

同
項
の

中
「

項
３

第
条

８
第

」

業

」
を
「

品
薬

医
売

販
造

製
局

薬

」
に
改
め
、
同
項
の

中
「

品
薬

医
売

販
造

製
局

薬
医

の
業

造
製

の

同
項
の

中
「

」
を
「

」 員
役
第

法）
項

会
社

の
可
許

政
行

立
独

こ
る

す
関

ら
か

祉
福

構
機
療

医
祉
福

人
法

資
付

貸 事
る
す

関
に
行

施

申
入

借

務
第

法
事
理

仮
条項

２
第

条
福

会
社）

項
会

社

令
命

の
の
務

業

定
策

の
画

計
防
予

の
業

事

等
更

変
、

項
３

第
、

項
第
法

）
項
５

第
表
第
三
の
５
の
表
健
康
増
進
課
の

つ
繰
り
下
げ
、
２
の
項
を
削
り
、

法
祉

福
会
社

て
い

お
に

項
の

こ
下

以

の
）

。
う

い
と
」

法
）

項
会

社

の
項
の

中
「

項
２

第
条

５
第

を
「

項
３

第
条

７
第

」
に
改
め

業
売

販
造

製
の

」
に
、
「第

更
変

の
目

品
造

製
の

品

条

の
可

許
び

及
可

許

許
の

等

新
更

第
法

に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、

助
補

び
及

告
勧

の
職

解
の

返
の

等
金
３
第

、
号

３
第

項
２

第
条

の
置

設
の

設
施

祉
福

）
項

可
許

第
法

等
し
消

取
第
法

）
条

外
以
項

事
る

げ
掲

に
で

ま

る
係
に

み
込

。
と

の
法

の

任
選
の

出
申
の

見
意 第

法

法
祉 ）

用
準

て
い

お
に

条

認
は

又
可

認
の

散
解

の
人

定

認
の

併
合

の
人

法
祉

福

）

可
第

法

職
解

の
員

役
、

令
命

止
停

及
告

勧
の

第
法停

）
項

４
第

、
項

３
第

条令
命

止
第
法

○
１

第
４

の
条

３

）
条

部
中
７
の
項
を
８
の
項
と
し
、

１
の
項
を
３
の
項
と
し
、
同
項

可
認

の
立

設
の

人
法

祉
福

第
法

」
を
「

項
２

第
条

４
第

」
に
改

、
同
項
の

中
「

第
、

項
２

第

の
等
品
薬

医項
３

」
を
「

可

第

第
法

項
１

第
条

」
を

項
３

第
、

項
２

第
条

」
に
改

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

施

○ ○
２

第
条

○
令

命
還

第
法

○
民
る
す

○ ○
に
行

○ ○
散
解

び

○
２

第
条

○

３
の
項
か
ら
６
の
項
ま
で
を
一

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

○
１

第
条

五



平成 年 月 日 金曜日

別
項
ま

る
。

山 口

委
働

め
、

同
表

改
め

る
。

県 報

別
に
改

別
表

項
５

（号 外 ）

別
し
、

第
法

業
漁
る

す
と

）
項

２
第

条

場
市

売
卸
央

中

の
も

る
係

へ
場

市
売
卸

方
地

の
第

法
）
項

１
第

５
の

条

表
第
三
の
７
の
表
林
政
課
の
部
中

で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
別
表

款
定

の
等
合

組
同

協
業
漁

の
上

以
二

可
認

の
更

変
の

た
わ

に
域
区

出

会
員

」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
７

同
表
経
営
普
及
課
の
部
中

の
項

技
術
・
情
報
推
進
室
の
部
を
削
り

、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

の
等

器
機
療

医
理

管
度
高

許
の

業
貸
賃

び
及

業
売
販

新
更

の
可
許

び
及

可
第

法

下

）
項

４
第
、

項
２
第

条
そ

る
係

に
所
業

区
の
市

関

る
係
に

所
業

区
の

他
の

表
第
三
の
５
の
表
児
童
家
庭
課
の

め
、
同
部
６
の
項
の

及
び

中

第
三
の
６
の
表
経
営
金
融
課
の
部

」
に
改
め
、
同
表
労
政
課
の
部
１

販
の

品
薬
医

、
設

開
局
薬

換
書

の
証
可

許
の

等
業
売

付
交

再
び
及

付
交

え
令
行

施
法

事
薬

和
昭

第
令

政
年

第
）

号
第

、
条

店
、
局

区
の
市

関
下

）
条

区
の
他

の
そ

の
も
る

又
舗

の
も

る
又
舗

店
、
局

表
第
三
の
５
の
表
薬
務
課
の
部

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
換
転

の

に
等
合

組
同

協

○
可

許

２
の
項
を
削
り
、
３
の
項
を
２

第
三
の
８
の
表
漁
政
課
の
部
８

を
域
区

る
管

所
の

関
機

先
○

区
地

の
表
中

「室 ・ 課

」
を

「課
」

に

を
削
り
、

の
項
を

の
項
と

、
同
表
生
産
流
通
課
の
部

の

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し

域

○
の

も
営

る
す

存
に

域

の
も

営
る
す

存
に

部
４
の
項
の

中
「第

２
第

条

「

所
務

事
祉

福
会

社

」
を
「

康
健

６
の
項
の

中
「第

第
２

の
条

の
項
の

及
び
３
の
項
の

中

所
業
営

は
薬

る
す

存
に

域は
薬

る
す

存
に

域

○
係

に

係
に

所
業

営

２
の
項
中

を

と
し
、

か
らの

項
と
し
、
４
の
項
か
ら

の

の
項
の

を
次
の
よ
う
に
改
め

、
「等 長 課

」
を
「長 課

」
に
改

し
、

の
項
を

の
項
と
し
、

項
の

中
「

」
を
「

」
に

、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

所
健

保
○項

」
を
「第

項
３
第

条

」

ー
タ

ン
セ

祉
福

」
に
改
め
、

項
６

」
を
「第

第
２
の

条

「

会
員

委
働

労
方

地

」
を
「労

所
健

保
○

ま
で
を

か
ら

ま
で
と

分
処
督
監

第
法

１
第

条

の
失
損

う
伴
に

分
処
督
監

補

別
表
第
三
の
９
の
表
都
市
計

に
改
め
、
同
項
の

中
「第

条

「

項
３

第

」
を
「

項
４
第

」
に

加
え
る
。

も
る
の
外
す
と
域
区
以
二

別
表
第
三
の
８
の
表
水
産
課

験
試

格
資

員
導

指

」
に
改
め
、

項
２

」
を
「第

項
３

第
条

」

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う

項償

○
）

項
３

第

第
法

○
）
条

画
課
の
部
４
の
項
の

中
「第

項
５

第

条

」
を
「第

項
６

第
条

改
め
、
同
部
中
６
の
項
を
７
の
項

に
管

所
の

関
機

先
出

の
上

漁
る

区
地
を
域
区
る
た
わ

協
業

漁
以

等
合
組

同
協

業

の
係

に
等
合
組
同

の
部
７
の
項
中
「

及
普

良
改

業
産
水

別
表
第
三
の
９
の
表
都
市
計
画
課

に
改
め
、
同
部
４
の
項
中

及
び

に
加
え
る
。

項
１
第

」
を
「第

項
１

第
条

」
に
改
め
、
同
部
６
の
項
の

と
し
、
５
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

興
振
産

水
関

下
県

口
山

○

所
務

事
産

水
局

験
試

格
資

員

」
を
「

及
普
業

産
水

の
部
３
の
項
の

中
「第

第
条

を
削
り
、

を

と
し
、

六

」中に を



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

別
を第

条

別
表

局

」こ

報

別
め
、

例
条

規
の

（号 外 ）

６別
表
第
三
の
９
の
表
住
宅
課
の
部
３

「

生
再

市
都

人
法

政
行

立
独

項
３

法
構

機

」
を
「第

項
６

第
条

」
に

第
三
の

の
表
会
計
課
の
部
４

に
改
め
る
。

附

則

の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一

表
第
三
の
９
の
表
下
水
道
室
の

同
項
の

を
同
項
の

と
し
、
同

例
条

る
す

関
に

制

」
を
「

指
防

砂

」
に
改
め
、
同
表
建
築
指
導
課
の

法
観

景
て

い
お
に

項
の
こ

下
以

行
施
の

）
。
う

い
と
」

法

務
事
る

す
関
に

、
項
２

第
協

観
景第

法
２
第

条

法
観

景

。
と

条

成
平

第
律

法
年

い
お

に
項

の
こ

下
以

。
号

て

行
施

の
）
。

う
い

と
」
法

務
事

る
す

関
に

意
同

代
に

県
法

表
第
三
の
９
の
表
下
水
道
室
の
部

等
分

処
督
監

第
法

）
条

の
項
中
「

法
団

公
備

整
盤

基
市

都

成
平

第
律

法
年

号
」
に

改
め
、
同
部
６
の
項
の

中
「公

の
項
中
「

務
事

会
員

委
働

労
方

地

日
か
ら
施
行
す
る
。

部
１
の
項
の

を
削
り
、
同
項
の

表
砂
防
課
の
部
１
の
項
の

中

規
の

為
行

る
け

お
に

地
定

び
及

制
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
て

い
つ

に
等

可
認

の
定

意
同

第
法

法
用

準
て
い

お
に

項
２

第
条第

法
、

項
す

第
準

て
い
お

に
項

３
第

条
施
の

法
の

他
の

そ
）

項
２

処
を

務
事

て
つ

わ

関
に

行

条
７

第
つ

に
と
こ

る
す

理
）

項
１

第

１
の
項
の

を
次
の
よ
う
に
改

○

成
平

第
律

法
年

号

」

改
め
、
同
項
の

中
「第

団
」
を
「

構
機

」
に
改
め
、

局
」
を
「

務
事

会
員

委
働

労
中
「

」
を
「

」
に
改

「

行
る
け

お
に

地
定

指
防

砂

関
に

理
管

の
備

設
防

砂

為る
す

第

こ
る

す
る
す

用
第
法

る
条

○
の
て

い

○

め
る
。

七
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